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所・歯科医院）を対象に行

っているものです。 

 

◆老人福祉事業者の倒産が

急増 

老人福祉事業者の倒産に

ついては、2005 年は４件、

2006 年は７件、2007 年は

23件、2008年は 26件、2009
年は 32 件と推移し、2006
年の７件から３年で約 4.6
倍にも増加しています。医

療機関では毎年ある程度の

増減があるのに対し、老人

福祉事業者は完全に右肩上

がりで、特に 2007 年からの

増加が顕著です。 

高齢化社会の進行により

拡大する老人福祉市場へ新

規参入をした、業歴が浅く

規模も小さい事業所の倒産

が多く、再建型の民事再生

法を選択できる条件に適っ

た企業は少ないようです。 

一方、医療機関をみると、

2005 年は 28 件、2006 年は

30件、2007年は 48件、2008
年は 35 件、2009 年は 52 件

と推移しています。 

 

◆値下げ競争や介護報酬引

下げなどが要因 

2001 年から 2009 年にお

ける倒産企業の業歴別を見

てみると、老人福祉事業者

の倒産 102 件のうち、実に

77 件（約 75.5％）が「10
年未満」となっています。 

2000年の介護保険法の施

行に伴い、多くの企業が老人

福祉事業に参入したものの、

老人ホームの入居料金等の値

下げ合戦が起き、法改正によ

る介護報酬の引下げに加えて

施設サービスにおける居住費

用・食費が介護保険給付対象

から除外されたことなどが要

因となり、10 年を経ずに倒産

している企業が多発している

のが現状です。 

高齢化のさらなる進展が予

想されるなか、最も優先すべ

き問題の１つとなっている医

療・老人福祉問題に対し、早

急な対応が望まれます。 

 
３月の税務と労務の手続

［提出先・納付先］ 
 
10 日 
○ 源泉徴収税額・住民税特別

徴収税額の納付 
［郵便局または銀行］ 

○ 雇用保険被保険者資格取

得届の提出＜前月以降に

採用した労働者がいる場

合＞［公共職業安定所］ 
○ 労働保険一括有期事業開

始届の提出＜前月以降に

一括有期事業を開始して

いる場合＞ 
［労働基準監督署］ 

15 日 
○ 個人の青色申告の承認申

請書の提出＜新規適用の

もの＞［税務署］ 
○ 個人の道府県民税および

市町村民税の申告 

［市区町村］ 
○ 個人事業税の申告 
［税務署］ 

○ 贈与税の申告期限 
＜昨年度分＞［税務署］ 

○ 所得税の確定申告書の提

出［税務署］ 
○ 確定申告税額の延期の届

出書の提出［税務署］ 
   
31 日 
○ 健保・厚年保険料の納付

［郵便局または銀行］ 
○ 日雇健保印紙保険料受払

報告書の提出 
［社会保険事務所］ 

○ 労働保険印紙保険料納

付・納付計器使用状況報告

書の提出 
［公共職業安定所］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
当事務所よりひとこと 
 
 
●労務・人事管理、給与計算、

就業規則見直し、労基署・社

保事務所の調査の立会いに

ついて、疑問やご質問はお気

軽にお問い合わせ下さい 
 
 
 

現役世代とは別勘定とし、医

療の実態に合わせた応分の負

担を求めることとしていま

す。 
 
◆現役世代とは別勘定 
また素案では、年齢による

差別への批判に対応し、健康

保険証の発行や健康診断な

ど、健保事業は現役世代と同

じ各市町村の国保が担当する

こととしています。ただし、

財政運営は、65 歳以上を現役

世代とは別勘定とし、現役と

高齢者の負担の線引きをしま

す。これは、病気やケガが多

い高齢者が増えると、医療費

の増加により国保の財政が悪

化し、現役世代の保険料引上

げなどを招きかねないためで

す。 
高齢者医療制度の財政運営

が市町村単位であると、高齢

者が多い自治体の保険料率が

過度に上昇して地域差が大き

くなる可能性があるので、65
歳以上の部分は都道府県単位

で一体管理をすることによ

り、保険料の水準は同じ都道

府県であれば同一になるとし

ています。 
65 歳以上の勘定には、国保

や大企業の健保組合、協会け

んぽ（旧政府管掌健康保険）

など、すべての現役世代の保

険が支援金を出し、高齢者の

 社会保険労務士・行政書士 
 

望月綜合法務事務所便り 

保険料負担を緩和する動きが

ありますが、65 歳以上でも企

業で働いている人について

は、例外として企業の健保組

合などへの加入を認める方向

です。 
ただ、公平できめ細かい制

度設計ができなければ、支援

金を負担する企業や現役世代

からの反発も予想されるた

め、保険料算定の仕組みによ

っては、65～74 歳の世代の負

担が増える可能性もありま

す。 
 
経営が厳しい老人福祉事

業者・医療機関の状況 
 

◆いずれも倒産件数が過去最

高 

民間調査機関の帝国データ

バンクによる「老人福祉事業

者・医療機関の倒産動向調査」

で、2009 年の老人福祉事業

者・医療機関の倒産件数が過

去最高となったことがわかり

ました（老人福祉事業者が 32

件、医療機関が 52 件）。 

この調査は、「老人福祉事業

者」（養護老人ホーム、特別養

護老人ホーム、ケアハウスを

含む軽費老人ホーム、老人デ

イサービスセンター、在宅介

護サービスを運営する事業者

等）、「医療機関」（病院・診療

新しい「高齢者医療制度」

の素案 
 

◆65歳以上は原則として国保

に加入 
厚生労働省は、「 65～ 74

歳」と「75 歳以上」とを区分

している現行制度に代わる、

新しい高齢者医療制度の素案

をまとめました。 
今回の素案については、年

末までには最終結論を出し、

2013 年度から新制度に移行

する予定のようですが、今後

の制度設計の具体化は難航が

予想されています。 
 
◆現行制度と新制度 

現行制度では、高齢者を 65
～74 歳の「前期高齢者」と 75
歳以上の「後期高齢者」とに

分けており、74 歳までは市町

村単位で運営する国民健康保

険（国保）や企業の健康保険

組合などに加入しています。

75歳以上は別枠の後期高齢者

医療制度（長寿医療制度）に

加入し、医療給付費の１割を

負担する仕組みとなっていま

す。 
新制度の素案では、「65～

74 歳」、「75 歳以上」といった

区分をなくし、65 歳以上の高

齢者は原則として国保に加入

する仕組みとしていますが、
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